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岡
山
県
屋
外
広
告
物
条
例
新
旧
対
照
表

新

旧

（
適
用
除
外
）

（
適
用
除
外
）

第
五
条

１
・
２
略

第
五
条

１
・
２
略

３

次
に
掲
げ
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

３

次
に
掲
げ
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
知
事
の
許
可
を
受
け
て
表
示
し
、
又
は
設
置
す
る
場
合
に
限
り
、
第
二
条
の
規
定

り
知
事
の
許
可
を
受
け
て
表
示
し
、
又
は
設
置
す
る
場
合
に
限
り
、
第
二
条
の
規
定

は
適
用
し
な
い
。

は
適
用
し
な
い
。

一
・
二
略

一
・
二
略

三

知
事
が
指
定
す
る
区
域
に
お
い
て
、
公
益
上
必
要
な
施
設
又
は
物
件
に
表
示
す

る
広
告
物
又
は
こ
れ
を
掲
出
す
る
物
件
で
あ
つ
て
そ
の
広
告
料
を
当
該
公
益
上
必

要
な
施
設
又
は
物
件
の
設
置
又
は
管
理
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
も
の
で
、
規
則

で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

４

略

４

略

５

政
治
活
動
、
文
化
活
動
そ
の
他
営
利
を
目
的
と
し
な
い
活
動
の
た
め
に
表
示
す
る

５

政
治
活
動
、
文
化
活
動
そ
の
他
営
利
を
目
的
と
し
な
い
活
動
の
た
め
に
表
示
す
る

貼
り
紙
、
貼
り
札
等
、
広
告
旗
又
は
立
看
板
等
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
二
項
の
規

は
り
紙
、
は
り
札
等
、
広
告
旗
又
は
立
看
板
等
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
二
項
の
規

定
は
適
用
し
な
い
。

定
は
適
用
し
な
い
。

６

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
の
届
出
を
行

６

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
の
届
出
を
行

つ
た
政
治
団
体
が
政
治
活
動
の
た
め
に
表
示
す
る
貼
り
紙
、
貼
り
札
等
、
広
告
旗
又

つ
た
政
治
団
体
が
政
治
活
動
の
た
め
に
表
示
す
る
は
り
紙
、
は
り
札
等
、
広
告
旗
又

は
立
看
板
等
で
、
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規

は
立
看
板
等
で
、
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。

定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
審
議
会
へ
の
諮
問
）

（
審
議
会
へ
の
諮
問
）

第
二
十
二
条

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
岡
山
県
屋
外
広
告
物
審
議

第
二
十
二
条

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
岡
山
県
屋
外
広
告
物
審
議

会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

第
二
条
、
第
四
条
又
は
第
五
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
、
又

一

第
二
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
を
変
更
し
よ
う

は
こ
れ
ら
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

と
す
る
と
き
。

二
～
六
略

二
～
六
略


